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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令及び施行規則

の一部改正について

このことについて、令和元年 12 月 6 日付け環自野発第 1912062 号をもって

環境省自然環境局長から別添のとおり通知がありました。

このたびの通知は、令和元年 11 月 7 日付けで「絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和元年政令第

153 号）」が公布されるとともに、令和元年 11 月 19 日付けで「絶滅のおそれ

のある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令

和元年環境省令第 16 号）」が公布され、ともに令和元年 11 月 26 日から施行

されたことにより、国際希少野生動植物種について、一部変更した旨の周知を

依頼するものです。

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。
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ワシントン条約締約国会議を受けた種の保存法の国際希少野生動植物種の改正について
（お知らせ）

種の保存法（正式名称：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律）では、
ワシントン条約附属書 I 掲載種等を「国際希少野生動植物種」として施行令で定め、その譲
渡し等について規制しています。

既に報道発表等でご案内しておりますが、本年開催されたワシントン条約第 18 回締約国会
議での同条約附属書の改正を受け、
条約附属書発効と同日の令和元年 11 月 26 日（火）付で種の保存法における国際希少野生
動植物種の追加及び削除、学名変更を行いました。

ついては、新たに国際希少野生動植物種に追加された種（コツメカワウソ、ビロードカワウ
ソ、インドホシガメ等。合計16 種）については、
同日以降、種の保存法に基づく国内での譲り渡し等（あげる・かす・もらう・かりるの全て）・
陳列・広告の規制の対象となりますので、ご注意願います。

また、新規指定種のうち、ほ乳類（カワウソ 2種）、鳥類（カンムリヅル、足輪も可）、カメ
（5種）については、
登録の際に個体識別措置（マイクロチップ等）が必須となりますので、その点もご留意くだ
さい。

（※注：追加される種については、規制適用日より前からお持ちの個体であっても、規制適
用日（11/26）以降に当該個体を販売するためには、
予め登録を受け、登録票と共に譲り渡すことが必要です。違法な譲り渡しは法に基づく罰則
の対象となります。
詳 細 は http://www.env.go.jp/nature/naturebiodic/nature/yasei/pamph/WEB 掲 載 用
PDF.pdf 及び下記のリンク先をご確認下さい。）

また、ワシントン条約において適用される動植物種の分類方法等の変更がなされたことか
ら、種の保存法の国際希少野生動植物種と
ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種に、一部表記上の相違が生じています。
改正までの間の通関書類等の取扱い等についても通知しておりますのでご確認いただきま
すようお願いいたします。



〇改正内容について（背景・全体概要）は、以下をご参照下さい。
（種の保存法施行令）
http://www.env.go.jp/press/107376.html
（種の保存法施行規則）
http://www.env.go.jp/press/107417.html

〇改正後の国際希少野生動植物種一覧は、以下をご参照下さい。
http://www.env.go.jp/nature/kisho/global/list.html

〇種の保存法に基づく国際希少野生動植物種の譲り渡し等・陳列・広告の規制内容は、以下
をご参照下さい。
http://www.env.go.jp/nature/naturebiodic/nature/yasei/pamph/WEB掲載用 PDF.pdf
http://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/yuzuri/index.html

〇登録手続きについては、以下の登録機関のウェブページをご参照下さい。
「国際希少種登録」
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/index.htm


